
発行者 徳島県

徳 島 県 報 発行所 徳島県監察局

法制文書課

定期第５６２号 令和５年３月２０日発行

目 次

※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

８９※ 徳島県薬物の濫用の防止に関する条例の規 薬務課

定に基づき知事指定薬物の指定の効力が失

われた件

９０ 家畜伝染病予防法の規定による監視伝染病 畜産振興課

に関する検査を実施する件

９１ 家畜伝染病予防法の規定に基づき豚熱予防 同

液の注射を命ずる件

９２ 土地改良事業計画を定めた件 農山漁村振興課

【選挙管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

２６ 令和５年４月９日執行予定の徳島県議会議

員一般選挙における立候補の届出及び立候

補の辞退の届出の受付の場所を告示する件

２７ 令和５年４月９日執行予定の徳島県議会議

員一般選挙における立候補の届出の受付の

順序を定める方法を告示する件

２８ 令和５年４月９日執行予定の徳島県議会議

員一般選挙における候補者がポスター掲示

場にポスターを掲示することができる最初

の日を定める件

【労働委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

１ 徳島県労働委員会のあっせん員候補者を告

示する件



【海区漁業調整委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

１ 漁業法の規定による公聴会の日時等を定め

る件

【内水面漁場管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

１ 漁業法の規定による公聴会の日時等を定め

る件



徳
島
県
告
示
第
八
十
九
号

徳
島
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
七
十
二
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称
等

１

化
学
名

Ｎ－

（
四－

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）－

Ｎ－

﹇
一－

（
二－

フ
ェ
ニ
ル
エ
チ
ル
）
ピ
ペ

リ
ジ
ン－

四－
イ
ル
﹈
フ
ラ
ン－

二－

カ
ル
ボ
キ
シ
ア
ミ
ド
（
通
称

ｐ
ａ
ｒ
ａ－

Ｆ
ｌ

ｕ
ｏ
ｒ
ｏ
ｆ
ｕ
ｒ
ａ
ｎ
ｙ
ｌ
ｆ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｎ
ｙ
ｌ
、
四
Ｆ－

ｆ
ｕ
ｒ
ａ
ｎ
ｙ
ｌ
ｆ
ｅ
ｎ
ｔ

ａ
ｎ
ｙ
ｌ
、
四
Ｆ－
Ｆ
ｕ－

Ｆ
）
及
び
そ
の
塩
類

２

化
学
名

Ｎ－

エ
チ
ル－

Ｎ－

メ
チ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
（
通
称

Ｍ
Ｅ
Ｔ
）
及
び
そ
の
塩
類

３

化
学
名

（
八
Ｒ
）－

Ｎ
、
Ｎ－

ジ
エ
チ
ル－

六－

メ
チ
ル－

一－

ペ
ン
タ
ノ
イ
ル－

九
、
十－

ジ
デ
ヒ
ド
ロ
エ
ル
ゴ
リ
ン－

八－
カ
ル
ボ
キ
シ
ア
ミ
ド
（
通
称

一
Ｖ－

Ｌ
Ｓ
Ｄ
）
及
び

そ
の
塩
類

４

化
学
名

一－

﹇
一－

（
三－

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
﹈
ピ
ロ
リ
ジ
ン
（
通
称

三－

Ｍ
ｅ－

Ｐ
Ｃ
Ｐ
ｙ
、
三－

ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ－
Ｐ
Ｃ
Ｐ
ｙ
、
三－

Ｍ
ｅ－

ｒ
ｏ
ｌ
ｉ
ｃ

ｙ
ｃ
ｌ
ｉ
ｄ
ｉ
ｎ
ｅ
、
三－

ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ－

ｒ
ｏ
ｌ
ｉ
ｃ
ｙ
ｃ
ｌ
ｉ
ｄ
ｉ
ｎ
ｅ
）
及
び

そ
の
塩
類

二

効
力
が
失
わ
れ
た
理
由

一
に
掲
げ
る
知
事
指
定
薬
物
は
、
条
例
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
薬
物
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
た
め

三

効
力
が
失
わ
れ
た
日

令
和
五
年
三
月
二
十
日



徳
島
県
告
示
第
九
十
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
視
伝
染
病
に
関
す
る
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

実
施
の

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
又
は

監
視
伝
染
病
の
種
類

実
施
す
る
区
域

実

施

の

期

日

検
査
の
方
法

目
的

そ
の
死
体
の
種
類
及
び
範
囲

監
視
伝

ブ
ル
セ
ラ
症

県
下
一
円

１

輸
入
牛
（
種
付
け
の
用
又
は
搾
乳
の

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六

エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る

染
病
の

用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い

検
査
、
疫
学
的
検
査
、

発
生
の

２

種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る

て
所
轄
の
徳
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所

臨
床
検
査
及
び
細
菌
検

予
防
又

目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛
（
た
だ
し

の
長
が
指
定
す
る
日

査

は
予
察

、
過
去
に
検
査
し
た
も
の
を
除
く
。
）

３

そ
の
他
所
轄
の
徳
島
県
家
畜
保
健
衛

生
所
の
長
が
指
定
す
る
牛

結
核

同

同

同

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
検
査

、
疫
学
的
検
査
及
び
臨

床
検
査

ヨ
ー
ネ
病

鳴
門
市
、
小
松

１

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目

同

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
法

島
市
、
阿
波
市
、

的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛

に
よ
る
検
査
、
リ
ア
ル

三
好
市
、
勝
浦
郡

２

１
の
牛
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て

タ
イ
ム
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
に
よ

、
名
東
郡
、
那
賀

い
る
牛

る
検
査
、
ヨ
ー
ニ
ン
検

郡
、
海
部
郡
、
板

査
、
疫
学
的
検
査
、
臨

野
郡
及
び
三
好
郡

床
検
査
及
び
細
菌
検
査

県
下
一
円

１

種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る

目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛

２

１
の
牛
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て

い
る
牛

３

公
共
放
牧
場
に
放
牧
す
る
牛

４

受
精
卵
の
採
取
の
用
に
供
す
る
牛



５

共
進
会
等
の
衛
生
対
策
要
領
に
基
づ

く
検
査
を
必
要
と
す
る
牛

６

徳
島
県
県
外
導
入
牛
防
疫
対
策
要
領

に
基
づ
く
検
査
を
必
要
と
す
る
牛

７

徳
島
県
牛
ヨ
ー
ネ
病
防
疫
対
策
実
施

要
領
に
基
づ
く
検
査
を
必
要
と
す
る
牛

８

繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目

的
で
飼
育
し
て
い
る
肉
用
雌
牛
で
あ
っ

て
、
所
轄
の
徳
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所

の
長
が
指
定
す
る
も
の

伝
達
性
海
綿
状
脳
症

同

１

月
齢
が
満
九
十
六
月
以
上
の
死
亡
し

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六

エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る

た
牛
の
死
体
、
月
齢
が
満
四
十
八
月
以

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

検
査
、
疫
学
的
検
査
及

上
の
起
立
不
能
を
示
し
た
牛
の
死
体
及

び
臨
床
検
査

び
全
月
齢
の
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
を
疑

う
症
状
の
あ
っ
た
牛
の
死
体
。
た
だ
し

、

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
場
合
を

（１）

（４）

除
く
。地

理
的
条
件
に
よ
り
検
査
が
不
可

（１）
能
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
た
場
合

災
害
等
に
よ
り
死
体
が
破
損
し
、

（２）
又
は
紛
失
し
た
場
合

病
性
鑑
定
を
行
っ
た
結
果
、
検
体

（３）
が
確
保
で
き
な
く
な
っ
た
場
合

死
体
の
移
動
、
移
入
又
は
移
出
が

（４）
禁
止
さ
れ
、
又
は
制
限
さ
れ
て
い
る

場
合

２

月
齢
が
満
十
八
月
以
上
の
死
亡
し
た

め
ん
羊
及
び
山
羊

オ
ー
エ
ス
キ
ー
病

同

所
轄
の
徳
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六

ラ
テ
ッ
ク
ス
凝
集
反

が
指
定
す
る
豚

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い

応
検
査

て
所
轄
の
徳
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所

の
長
が
指
定
す
る
日



腐
蛆
病

同

所
轄
の
徳
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長

同

臨
床
検
査
及
び
細
菌

そ

が
指
定
す
る
蜜
蜂

検
査

鳥
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
症

同

所
轄
の
徳
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長

同

急
速
凝
集
反
応
検
査

が
指
定
す
る
鶏

豚
熱

同

所
轄
の
徳
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長

同

エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る

が
指
定
す
る
豚
及
び
い
の
し
し

検
査
、
中
和
試
験
、
Ｐ

Ｃ
Ｒ
検
査
、
蛍
光
抗
体

法
に
よ
る
検
査
及
び
ウ

イ
ル
ス
分
離
検
査

ア
フ
リ
カ
豚
熱

同

同

同

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

同

所
轄
の
徳
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長

同

エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る

が
指
定
す
る
鶏

検
査
、
寒
天
ゲ
ル
内
沈

低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

降
反
応
検
査
そ
の
他
必

要
な
検
査

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
症

同

種
卵
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的

同

急
速
凝
集
反
応
検
査

（
ひ
な
白
痢
に
限
る
。
）

で
飼
育
し
て
い
る
鶏
で
あ
っ
て
、
所
轄
の

、
試
験
管
凝
集
反
応
検

徳
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
指
定
す

査
及
び
細
菌
検
査

る
も
の

ア
カ
バ
ネ
病

同

前
年
の
夏
を
越
し
て
い
な
い
牛
で
あ
っ

令
和
五
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
十

臨
床
検
査
及
び
血
清

て
、
所
轄
の
徳
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
の

二
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所

学
的
検
査

チ
ュ
ウ
ザ
ン
病

長
が
指
定
す
る
も
の

轄
の
徳
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長

が
指
定
す
る
日

ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症



徳
島
県
告
示
第
九
十
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
三
に
掲
げ
る
家
畜
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
次
の
と
お
り
豚
熱
予
防
液
の
注
射
を
受
け
る
べ
き

こ
と
を
命
ず
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

実
施
の
目
的

豚
熱
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

所
轄
の
徳
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
指
定
す
る
豚
及
び
い
の
し
し

四

実
施
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
徳
島
県
家
畜
保
健

衛
生
所
の
長
が
指
定
す
る
日

五

注
射
の
方
法
等

１

豚
熱
予
防
液
を
皮
下
又
は
筋
肉
内
に
注
射
す
る
。

２

注
射
し
た
豚
及
び
い
の
し
し
に
は
標
識
を
付
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
九
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営

土
地
改
良
事
業
を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
公
告
し
、
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

地
区
名

田
野
地
区

二

申
請
人

小
松
島
市
田
野
町
字
高
田
二
七
〇
番
地
の
二

豐
田
正
博
ほ
か
十
二
名

三

縦
覧
期
間

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日
か
ら

令
和
五
年
四
月
二
十
四
日
ま
で

四

縦
覧
場
所

小
松
島
市
役
所



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

令
和
五
年
四
月
九
日
執
行
予
定
の
徳
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
立
候
補
の
届
出
及
び
立
候
補
の
辞
退
の
届
出
の
受
付
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
に
お

い
て
行
う
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

場

所

選

挙

区

名

午

前

八

時

三

十

分

か

ら

午

前

十

時

ま

で

午

前

十

時

か

ら

午

後

五

時

ま

で

徳
島
市
万
代
町
三
丁
目
五
番
地
三

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳

島

徳
島
県
職
員
会
館
内

サ
ー
ク
ル
室

徳
島
県
庁
内

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
室

徳
島
市
万
代
町
三
丁
目
五
番
地
三

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

鳴

門

徳
島
県
職
員
会
館
内

第
一
会
議
室

徳
島
県
庁
内

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
室

徳
島
市
万
代
町
三
丁
目
五
番
地
三

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

小
松
島
・
勝
浦

徳
島
県
職
員
会
館
内

第
一
会
議
室

徳
島
県
庁
内

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
室

阿
南
市
富
岡
町
あ
王
谷
四
六

阿
南
市
富
岡
町
あ
王
谷
四
六

阿

南

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎
内

大
会
議
室

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎
内

大
会
議
室

徳
島
市
万
代
町
三
丁
目
五
番
地
三

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

吉

野

川

徳
島
県
職
員
会
館
内

第
二
会
議
室

徳
島
県
庁
内

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
室

徳
島
市
万
代
町
三
丁
目
五
番
地
三

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

阿

波

徳
島
県
職
員
会
館
内

第
二
会
議
室

徳
島
県
庁
内

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
室

美
馬
市
脇
町
大
字
猪
尻
字
建
神
社
下
南
七
三

美
馬
市
脇
町
大
字
猪
尻
字
建
神
社
下
南
七
三

美

馬

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
美
馬
庁
舎
内

中
会
議
室

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
美
馬
庁
舎
内

中
会
議
室

三
好
市
池
田
町
マ
チ
二
四
一
五
番
地

三
好
市
池
田
町
マ
チ
二
四
一
五
番
地

三

好

第

一

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
内

大
会
議
室

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
内

大
会
議
室



徳
島
市
万
代
町
三
丁
目
五
番
地
三

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

名

西

徳
島
県
職
員
会
館
内

視
聴
覚
室

徳
島
県
庁
内

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
室

那
賀
郡
那
賀
町
吉
野
字
弥
八
か
へ
六
四

－

一

那
賀
郡
那
賀
町
吉
野
字
弥
八
か
へ
六
四

－

一

那

賀

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
那
賀
庁
舎
内

大
会
議
室

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
那
賀
庁
舎
内

大
会
議
室

海
部
郡
美
波
町
奥
河
内
字
弁
才
天
一
七
番
地
一

海
部
郡
美
波
町
奥
河
内
字
弁
才
天
一
七
番
地
一

海

部

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
美
波
庁
舎
内

一
〇
一
会
議
室

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
美
波
庁
舎
内

一
〇
一
会
議
室

徳
島
市
万
代
町
三
丁
目
五
番
地
三

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

板

野

徳
島
県
職
員
会
館
内

視
聴
覚
室

徳
島
県
庁
内

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
室

三
好
市
池
田
町
マ
チ
二
四
一
五
番
地

三
好
市
池
田
町
マ
チ
二
四
一
五
番
地

三

好

第

二

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
内

大
会
議
室

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
内

大
会
議
室



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

令
和
五
年
四
月
九
日
執
行
予
定
の
徳
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
立
候
補
の
届
出
の
受
付
は
、
選
挙
の
期
日
の
告
示
の
日
の
午
前
八
時
三
十
分
現
在

に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
所
に
到
着
し
て
い
る
者
に
限
り
、
く
じ
で
そ
の
順
序
を
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

選

挙

区

名

場

所

徳

島

徳
島
市
万
代
町
三
丁
目
五
番
地
三

徳
島
県
職
員
会
館
内

サ
ー
ク
ル
室

鳴

門

徳
島
市
万
代
町
三
丁
目
五
番
地
三

徳
島
県
職
員
会
館
内

第
一
会
議
室

小
松
島
・
勝
浦

徳
島
市
万
代
町
三
丁
目
五
番
地
三

徳
島
県
職
員
会
館
内

第
一
会
議
室

阿

南

阿
南
市
富
岡
町
あ
王
谷
四
六

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎
内

大
会
議
室

吉

野

川

徳
島
市
万
代
町
三
丁
目
五
番
地
三

徳
島
県
職
員
会
館
内

第
二
会
議
室

阿

波

徳
島
市
万
代
町
三
丁
目
五
番
地
三

徳
島
県
職
員
会
館
内

第
二
会
議
室

美

馬

美
馬
市
脇
町
大
字
猪
尻
字
建
神
社
下
南
七
三

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
美
馬
庁
舎
内

中
会
議
室

三

好

第

一

三
好
市
池
田
町
マ
チ
二
四
一
五
番
地

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
内

大
会
議
室

名

西

徳
島
市
万
代
町
三
丁
目
五
番
地
三

徳
島
県
職
員
会
館
内

視
聴
覚
室

那

賀

那
賀
郡
那
賀
町
吉
野
字
弥
八
か
へ
六
四

－

一

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
那
賀
庁
舎
内

大
会
議
室

海

部

海
部
郡
美
波
町
奥
河
内
字
弁
才
天
一
七
番
地
一

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
美
波
庁
舎
内

一
〇
一
会
議
室

板

野

徳
島
市
万
代
町
三
丁
目
五
番
地
三

徳
島
県
職
員
会
館
内

視
聴
覚
室

三

好

第

二

三
好
市
池
田
町
マ
チ
二
四
一
五
番
地

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
内

大
会
議
室



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
四
十
四
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
四
月
九
日
執
行
予
定
の
徳
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
候
補

者
が
徳
島
県
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
七
年

徳
島
県
条
例
第
三
十
二
号
）
第
一
条
第
一
項
の
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
に
同
法
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
五
号

の
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
最
初
の
日
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日徳

島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日



徳
島
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
者
を
徳
島
県

労
働
委
員
会
の
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
と
し
て
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百

七
十
八
号
）
第
四
条
及
び
労
働
委
員
会
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
六
十

八
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

徳
島
県
労
働
委
員
会
会
長

豊

永

寛

二

徳
島
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
名
簿

（
令
和
五
年
三
月
九
日
現
在
）

氏

名

現

職

略

歴

豊

永

寛

二

弁
護
士

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
八
期
・
現)

島

内

保

彦

弁
護
士

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
七
期
・
現)

鍋

恵
美
子

公
認
会
計
士

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
三
期
・
現)

永

本

能

子

弁
護
士

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
二
期
・
現)

宮

本

世
志
美

特
定
社
会
保
険
労
務
士

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
一
期
・
現)

小

合

弘

人

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
徳
島
県
支
部
長

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
一
期
・
現)

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
徳
島
県
連
合
会

島

和

久

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
一
期
・
現)

事
務
局
長

大

谷

竹

人

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
徳
島
県
連
合
会
会
長

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
現)

情
報
産
業
労
働
組
合
連
合
会
徳
島
県
協
議
会

岡

美
由
紀

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
現)

議
長

森

本

光

全
徳
島
建
設
労
働
組
合
書
記
長

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
現)

中

村

孝

雄

株
式
会
社
旭
木
工
代
表
取
締
役
社
長

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
三
期
・
現)

関
西
ピ
ー
・
エ
ス
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
株
式
会
社

坂

本

守

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
二
期
・
現
）

代
表
取
締
役

中

村

晃

子

丸
豊
保
険
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
代
表
取
締
役

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
二
期
・
現
）

脇

田

亮

徳
島
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
現)

小

濱

晃

子

株
式
会
社
Ｔ
Ｂ
Ｂ
取
締
役

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
現)

春

木

尚

登

労
働
委
員
会
事
務
局
長

頭

師

正

彦

労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

岩

田

美

穂

労
働
委
員
会
事
務
局
調
整
課
長

岡

久

正

治

労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
課
長



徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の

と
お
り
公
聴
会
を
開
催
し
、
「
徳
島
海
区
に
お
け
る
定
置
漁
業
、
区
画
漁
業
及
び
共
同
漁
業
の
免
許
の
内

容
と
な
る
べ
き
事
項
等
」
を
次
の
二
に
よ
り
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
利
害
関
係
人
は
、
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
、
年
齢
、
職
業

（
漁
業
者
の
場
合
は
従
事
す
る
漁
業
）
、
当
該
事
案
に
関
し
て
利
害
関
係
を
有
す
る
理
由
及
び
意
見
の
要

旨
を
令
和
五
年
四
月
七
日
午
後
三
時
ま
で
に
書
面
を
も
っ
て
当
委
員
会
事
務
局
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
、
代
理
人
が
意
見
を
述
べ
る
場
合
は
、
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ

と
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

岡

本

彰

一

公
聴
会

１

日
時

令
和
五
年
四
月
十
四
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

２

場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
庁
六
階

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
室

３

案
件

徳
島
海
区
に
お
け
る
定
置
漁
業
、
区
画
漁
業
及
び
共
同
漁
業
の
免
許
の
内
容
と
な
る
べ
き

事
項
等

二

徳
島
海
区
に
お
け
る
定
置
漁
業
、
区
画
漁
業
及
び
共
同
漁
業
の
免
許
の
内
容
と
な
る
べ
き
事
項
等
の

縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
五
年
三
月
二
十
日
か
ら
四
月
五
日
ま
で

但
し
、
徳
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例(

平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号)

第
一
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く

２

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

３

縦
覧
場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
庁
六
階

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
室



徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

六
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
し
、
「
徳
島
県
内
水
面
に
お
け
る

区
画
漁
業
及
び
共
同
漁
業
の
免
許
の
内
容
と
な
る
べ
き
事
項
等
」
を
次
の
二
に
よ
り
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。な

お
、
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
利
害
関
係
人
は
、
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
、
年
齢
、
職
業

（
漁
業
者
の
場
合
は
従
事
す
る
漁
業
）
、
当
該
事
案
に
関
し
て
利
害
関
係
を
有
す
る
理
由
及
び
意
見
の
要

旨
を
令
和
五
年
四
月
七
日
午
後
三
時
ま
で
に
書
面
を
も
っ
て
当
委
員
会
事
務
局
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
、
代
理
人
が
意
見
を
述
べ
る
場
合
は
、
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ

と
。令

和
五
年
三
月
二
十
日

徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

野

口

修

司

一

公
聴
会

１

日
時

令
和
五
年
四
月
十
三
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

２

場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
庁
六
階

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
室

３

案
件

徳
島
県
内
水
面
に
お
け
る
区
画
漁
業
及
び
共
同
漁
業
の
免
許
の
内
容
と
な
る
べ
き
事
項
等

に
つ
い
て

二

徳
島
県
内
水
面
に
お
け
る
区
画
漁
業
及
び
共
同
漁
業
の
免
許
の
内
容
と
な
る
べ
き
事
項
等
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
五
年
三
月
二
十
日
か
ら
四
月
五
日
ま
で

但
し
、
徳
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例(

平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号)

第
一
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く

２

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

３

縦
覧
場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
庁
六
階

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
室


	562定期目次
	告示89（薬務課）
	告示90（畜産振興課）
	告示91（畜産振興課）
	告示92（農山漁村振興課）
	選管告示26
	選管告示27
	選管告示28
	労働委員会告示１
	海区告示１号
	内水面告示１号

